
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 及 び 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員 

就業規則 

（平成１８年達示第２１号） 

 （前 略） 

第５章 特定病院助教 

 （職務内容） 

第１４条 特定病院助教は、診療及び臨床教育・臨床

研究に従事する。 

 （俸給） 

第１５条 特定病院助教の俸給月額は、３０万円か

ら６５万円までの範囲で１万円単位の額とする。 

２ 前項の額については、雇用される者の経験及び

能力に応じて決定するものとする。 

（後 略） 

 

 
 
 
 

   国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業 

規則 

（平成１７年達示第３７号） 

 （前 略） 

（日給の決定） 

第２４条 有期雇用教職員の日給は、別表第１、別表

第２及び別表第３に掲げる有期雇用教職員の別

に、次の各号に定める額とする。 

(1)・(2) （略） 

(3) 別表第３に掲げる有期雇用教職員の日給は、

別表第５の職名欄の区分に対応する日給欄に掲

げる額とする。 

２ （略） 

 （後 略） 

 
 
 

別表第１～４ （略） 

別表第５ 

職名 日給額 
医員 医師免

許等取

得後の

経験年

数 

２年目 １１，２００円 
３～４年目 １２，０００円 
５～６年目 １２，４００円 
７～８年目 １３，１００円 
９年目以上 １３，８００円 

医員（研修医） １１，２００円 
法科大学院特

別教授 
 

 

 

 

 

第５章 特定病院助教 

 （職務内容） 

第１４条 （同 左） 

 

 （俸給） 

第１５条 特定病院助教の俸給月額は、３０万円か

ら７０万円までの範囲で１万円単位の額とする。 

２ （同 左） 

 

 

   附 則（令和８年達示第３８号） 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 

 

 

 

（日給の決定） 

第２４条 

 

 

(1)・(2)  

(3)  

 

 

２ 

 

   附 則（令和８年達示第３８号） 
 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
 

別表第１～４ （同 左） 

別表第５ 

職名 日給額 
医員 医師免

許等取

得後の

経験年

数 

２年目 １１，４５０円 
３～４年目 １２，２５０円 
５～６年目 １２，６５０円 
７～８年目 １３，３５０円 
９年目以上 １４，０５０円 

医員（研修医） １１，４５０円 
法科大学院特

別教授 
 

（同 左） 

（略） （同 左） 



改    正    前 改    正    後 

法科大学院特

別准教授 
 

専門職大学院

特別教授 
 

専門職大学院

特別准教授 
 

別表第６～１０ （略） 

法科大学院特

別准教授 
 

専門職大学院

特別教授 
 

専門職大学院

特別准教授 
 

別表第６～１０ （同 左） 

 

（略） （同 左） 


